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研究成果の概要（和文）：本研究は、生命倫理などの分野で、身体まとまりを示す語として20世紀後半以降頻繁に用い
られるようになった「インテグリティ」という概念の来歴を、思想史的にたどり直すものである。主な成果は以下の二
点である。
①テクノロジーの使用に伴う身体概念の変容の解明。19世紀後半に入って、テクノロジーの発展に伴い、これまでの身
体概念がどのように変化したのかを、写真技術やミシンの歴史を通して具体的に描き出した。
②「インテグリティ」概念の医学から法学への移行の時点の特定。免疫の理論の中で用いられていた「インテグリティ
」が、19世紀末以降、妊娠中絶をめぐる議論の中で、初めて法的な用語として用いられ始めたことを確認した。

研究成果の概要（英文）：This study focuses on the history of the concept of integrity, to which we often m
ake reference in the current discussion on bioethics to designate a bodily wholeness. The research consist
s mainly of two parts:
1) The concept of the human body begins to change with the advent of new technology. This study attempts t
o describe this transformation which happened in the late nineteenth century through the history of techno
logy such as photography or sewing machine.
2) The notion of integrity was first used in the medical field to describe the identity of each organ, the
n to mean a bodily wholeness in the immunology. This concept was introduced in the legal field in the late
 nineteenth century with the controversy over abortion. We try to locate precisely this introduction.
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１．研究開始当初の背景 
 
 20 世紀に入って、生体移植技術の発展など
により、「身体」は法的な場面において新た
な定義づけを必要とされるようになる。「イ
ンテグリティ（全体性）」は、このような文
脈の中で、20 世紀後半から、生命倫理の議論
などにおいて盛んに援用されるようになっ
た概念である。たとえば臓器の売買は、身体
の「インテグリティ」を損なう行為として否
定される（フランス国家倫理諮問委員会答申
など）。ところがこの「インテグリティ」と
いう概念の定義は、きわめて曖昧である。た
とえばそれは胎児や死者にも適用されるの
だろうか、あるいは髪の毛や義手などはそこ
に含まれるのであろうか。生命倫理を基礎づ
けるはずのこの概念の法的な定義が不確か
なままにとどまっているという現状こそが、
本研究に着手するに至った背景である。 
 
２．研究の目的 
 
 本研究の目的は主として以下の二点であ
る。 
（１）テクノロジーの発展に伴う「身体」概
念の変容を、具体的な事例を通して跡づける
こと。フランスの法制史家ジャン＝ピエー
ル・ボーが『盗まれた手の事件』（1993 年、
邦訳 2004 年）で示しているように、ローマ
法から「人格」の概念を受け継いだ西洋法は、
結婚や出産などの、肉体が問題となる場面を
キリスト教に丸投げすることで成立したも
のであり、西洋において「身体」は法的には
存在しないと言っても過言ではなかった。こ
のような西洋法は、19 世紀の後半以降、たと
えば労働事故や交通事故などの場面におい
て、「人格」に還元され得ない肉体が出現す
ることにより、初めて「身体」と直面するこ
とになった。本研究は、写真やミシンなどの
技術の発明の歴史をたどり直すことにより、
テクノロジーの出現による身体概念の変容
を、具体的に描き出すことを目指す。 
 
（２）「インテグリティ」概念を思想史的に
振り返り、この医学的な概念が、法的な場面
において用いられるようになった経緯を明
らかにする。この概念はもともと医学におい
て、各臓器の一体性を表すために用いられて
いた。ではなぜこの概念が、20 世紀以降、法
的な場面において、身体全体のまとまりを指
す語として用いられるようになったのだろ
うか。本研究は、文献学的な調査を通じて、
この概念の医学から法学への移行の時点の
特定を目指す。 
 
３．研究の方法 
本研究が採る方法は主として以下の二つで
ある。 
（１）フランス国立図書館や各種デジタル・
アーカイヴを利用しての、一次文献の調査。

長期休暇期間中を利用してフランス出張を
行い、フランス国立図書館などにおいて、19
世紀末の一時期のみ発刊されていたミシン
専門誌（Journal des machines à coudre）
を始めとする、他の機関には収蔵されておら
ず、デジタル化もなされていない資料を網羅
的に閲覧し、解析を行った。また同図書館の
Gallica や、パリ第七大学医学部図書館
（BIUM）などのデジタル・アーカイヴを利用
し、『公衆衛生・法医学年報』（1829～1922 年）
などの資料の調査を行った。仏国立図書館の
複写サービスも積極的に利用し、現地調査の
不足を補った。 
 
（２）海外の研究者との意見交換と、翻訳を
通じてのその思想の紹介。本研究に思想的な
裏付けを与えてくれているフランスの法制
史家・精神分析学者のピエール・ルジャンド
ル氏（パリ第一大学名誉教授）と面会を行い、
意見交換と助言を求めた。またその一環とし
て彼の著作の翻訳を行い、以文社より刊行し
た（『同一性の謎』、2012 年）。同様に氏の弟
子でもあるアラン・シュピオ氏（コレージ
ュ・ド・フランス教授）ともコンタクトを取
り、同氏の主著を翻訳している（『法的人間』、
勁草書房より近刊）。 
 
４．研究成果 
本研究の研究成果は主として以下の三点に
要約することができる。 
 
（１）写真技術の発展に伴う「身体イメージ」
の変容。人々が自らの身体イメージを比較的
容易に手に入れることを可能にした、写真技
術の発明は、テクノロジーによる「身体」概
念の変容にとっても、重要な転機となるもの
であったはずである。しかしながら、写真の
歴史を身体イメージの変容という観点から
捉え直すような研究は、管見の限りではこれ
までほとんどなされてこなかった。本研究は、
この間隙を埋めるべく、主として「著作権」
の歴史に注目し、写真という新たなイメージ
の法的なステータスをめぐる議論をたどり
直して、そこにおいて「身体」がどのような
問題に直面するに至ったのかを考察した。 
 写真が発明された当初は、この新たなイメ
ージに対して著作権は認められなかった。な
ぜなら写真は「著作物」、すなわち「作者」
が自らの手で生み出した芸術作品とは認め
られなかったからである。だとすればカメラ
によって生み出されたイメージは、誰に帰属
するのか。こうした問題に対して 19 世紀の
法が下した結論は、被写体を所有する者が、
その複製であるイメージをも所有するとい
うものだった。すなわち被写体が物であれば、
その物の所有者が写真の所有者であり、被写
体が人であれば、その人物が写真の所有者で
ある。やがて 19 世紀末になり写真にも著作
権が認められるようになり、このような判決
が出されることはなくなったが、被写体が人



物の場合の権利は、「肖像権」として現代に
まで引き継がれることになる。自らの身体イ
メージを所有することを可能にする写真技
術の出現は、身体を自らの所有物と考える近
代の思考に、少なからぬ影響を与えたはずで
ある。 
 以上の成果の詳細は、下記に記載の学会発
表③および雑誌論文②において発表した。ま
たこの調査の過程で、稲妻を被写体とする科
学写真の歴史にも対象が広がり、写真のイメ
ージの客観性についての考察として、雑誌論
文①の形で世に問うた。 
 
（２）ミシンの歴史を通して考察する、テク
ノロジーと身体の新たな関係。ミシンとは、
タイプライターや自転車などに先立って、家
庭の中に定着した最初のテクノロジーであ
りながら、その歴史についての体系的な研究
は、これまで不足していた。本研究は、ミシ
ンが発明された直後の 19 世紀に、この技術
が身体に与える影響についての医学的な議
論がさかんになされていたことを手がかり
に、この技術の歴史を、身体論的な観点から
考察した。 
 とりわけ学会発表①および雑誌論文⑤に
おいては、文化史的な観点から、針仕事とい
う長らく女性にあてがわれてきた労働に、ミ
シンの出現がいかなる変化を与えたのかを
考察した。「男は書き、女は縫う」という表
現に集約されるような、男女の役割分担が確
固として存在していた 19 世紀にあって、ミ
シンは当初、女性の解放者となることが期待
されていた。しかしながら、女性たちに内職
を促すミシンは、彼女たちを家庭に閉じ込め
る機械としても機能する。一方で医学は、ミ
シンが女性の身体に与える、主として性的な
悪影響をさかんに論じるなど、女性の身体は、
ミシンをある種の媒体として、男性的な権力
の眼差しの支配下に、よりいっそう取り込ま
れたかにも見える。 
 しかしながら、マリ＝クレール・ラトリの
民俗学的な研究に依拠しつつ、本研究が明ら
かにしたのは、ミシン工房という男子禁制の
空間が、一種の「夢占い」の空間として機能
していたということである。顧客の女性たち
の注文を受けるお針子たちは、流行の先を読
む必要から、易占的な能力をしばしば身につ
けていたという。顧客たちの夢を解釈し、人
生についての助言を与えるお針子たちのア
トリエは、夢のディスクールの交わされる空
間であった。周知のようにミシンは、ロート
レアモンの『マルドロールの歌』の著名な一
節を介して、シュールレアリストたちの特権
的なオブジェとなったわけだが、ミシン工房
は、シュールレアリスムを待つまでもなく、
すでにある種の「文学空間」として機能して
いたのだと言える。 
 
（３）「インテグリティ」概念の系譜学：医
学から法学へ。20 世紀以降の生命倫理でさか

んに用いられ、現代の「身体」を定義する言
葉となりつつある「インテグリティ」という
概念を、思想史的に跡づける作業は、手付か
ずで残されたままである。本研究は、今後ま
すます必要が高まるであろうその作業の準
備として、この語が医学から法学に取り入れ
られるまでの過程を跡づけた。その概要はお
よそ以下のとおりである。 
 医学において「インテグリティ」という語
は、心臓や肝臓などの臓器の独立性・一体性
を表すために用いられていた。そもそも身体
を器官の総体として捉える 19 世紀以降の医
学において、身体全体のまとまりが問題とさ
れることは稀だった。医学に身体の全体性を
問題にする議論が回帰するのは、免疫学の発
展に伴ってである。もともとは結核などの病
気に対する耐性を意味する疫学的な概念で
しかなかった免疫は、徐々に個体全体の外界
に対する防御の機能を意味する概念へと変
質していく。このような免疫学の発展に貢献
したメチニコフが、やがて寿命研究などの哲
学的な考察に向かったのは、言わば必然的で
あった。 
 このように免疫学によって医学に回帰し
た、身体全体のまとまりとしての「インテグ
リティ」の概念は、19 世紀末から 20 世紀初
頭にかけての妊娠中絶をめぐる論争におい
て、法学的な用語として用いられ始める。す
なわち妊娠中絶は妊婦の「インテグリティ」
にかかわる事柄であり、それを第三者が禁止
することはできないとして、妊娠中絶を擁護
する側の主張の中で用いられ始めたのであ
る。以後、「インテグリティ」は、自らの同
意なしには他人が侵害することのできない
身体の限界という意味で用いられ、生命倫理
の基礎をなす概念となるに至っている。 
 なおこの部分の成果は 2014 年度中に公刊
する雑誌論文に発表の予定である。 
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